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特定保健指導を利用しましょう特定保健指導を利用しましょう

法律相談などで多い事例とそのアドバイス
法律相談コラム

●�

聴
覚
障
が
い
や
心
臓
・
腎
臓
な
ど
の
内

部
障
が
い
、
精
神
障
が
い
や
自
閉
症
な

ど
の
発
達
障
が
い
な
ど
、
外
見
で
は
わ

か
ら
な
い
障
が
い
も
あ
り
ま
す
。

●�

不
自
由
は
あ
り
ま
す
が
、
周
囲
の
配
慮

な
ど
が
あ
れ
ば
で
き
る
こ
と
が
多
く
あ

り
ま
す
。

日
常
生
活
や
事
業
活
動
の
中
で
配
慮
や
工

夫
を
し
ま
し
ょ
う

●�

困
っ
て
い
そ
う
な
場
面
を
見
か
け
た
ら
、

「
何
か
お
困
り
で
す
か
」
と
一
声
か
け

て
、
自
分
に
で
き
る
お
手
伝
い
を
し
ま

し
ょ
う
。

●�「
障
が
い
が
あ
る
か
ら
」と
決
め
つ
け
ず
、

そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
や
能
力
を
活
用
す
る

こ
と
を
一
緒
に
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

●�

商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
際
に
は
、

障
が
い
の
あ
る
利
用
者
も
い
る
こ
と
を
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新
し
く
入
っ
た
両
館
所
蔵
の
図
書
の
一

部
を
紹
介
し
ま
す
。

■
一
般
書

「
私わ

た
し

の
家い

え

」

青あ
お

山や
ま

七な
な

恵え　
著

「
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
」井い
の

上う
え

真ま

偽ぎ　
著

「
巡じ

ゅ
ん

礼れ
い

の
家い

え

」

天て
ん

童ど
う

荒あ
ら

太た　
著

「
奔は

し

る
男お

と
こ

」

堂ど
う

場ば

瞬し
ゅ
ん

一い
ち　
著

「
ロ
ス
男お

と
こ

」

平ひ
ら

岡お
か

陽よ
う

明め
い　
著

■
児
童
書

「
き
ら
い
き
ら
い
！
」武た
け

田だ

美み

穂ほ　
作
・
絵

「
や
ぎ
の
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ン
」

ド
ン
・
フ
リ
ー
マ
ン　
さ
く

こ
み
や
ゆ
う　
や
く

「
ま
た
ね
、
か
な
ら
ず
」

草く
さ

野の

た
き　
作　
お
と
な
い
ち
あ
き　
絵

「
し
あ
わ
せ
な
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
」

藤ふ
じ

野の

恵め
ぐ

美み　
作　
小お

沢ざ
わ

さ
か
え　
絵

「
図と

書し
ょ

館か
ん

の
ふ
し
ぎ
な
時じ

間か
ん

」

た
し
ろ
ち
さ
と　
画　
福ふ

く

本も
と

友ゆ

美み

子こ　
作

■
１
月
の
上
映
会
の
日

○
八
條
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
１２
日
㈰
・
１９
日
㈰　
午
前

１１
時
～
▼
一
般
向
け
＝
１２
日
㈰
・
１３
日
㈷　

午
後
２
時
～

○
八
幡
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
１２
日
㈰
・
２６
日
㈰　
午
後

２
時
～

※
上
映
内
容
な
ど
、
詳
し
く
は
図
書
館
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
１
月
の
休
館
日

八
幡
・
八
條
図
書
館

６
日
㈪
・
１４
日
㈫
・
２０
日
㈪
・
２７
日
㈪

駅
前
出
張
所
図
書
窓
口　

毎
週
土
・
日
曜
日
、
１３
日
㈷

年
末
年
始
休
館

１２
月
２９
日
㈰
～
令
和
２
年
１
月
４
日
㈯

草
加
市

草
加
松
原
太
鼓
橋
ロ
ー
ド
レ
ー
ス
大
会
参

加
者
募
集

腹
令
和
２
年
３
月
８
日
㈰　
午
前
９
時
～

淵
国
指
定
名
勝
「
草
加
松
原
」
や
太
鼓
橋

な
ど
歴
史
的
情
緒
の
あ
る
名
所
を
駆
け
抜

け
る
コ
ー
ス

沸
１
５
０
０
～
３
０
０
０
円

仏
振
替
用
紙
で
は
１２
月
２７
日
ま
で
、
大
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
令
和
２
年
１
月
１３
日

ま
で
に
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
（
☎
９２２
・
２

８
６
１
）
へ松

伏
町

New Year Concert 2020　
ウ
ィ

ー
ン
・
リ
ン
グ
・
ア
ン
サ
ン
ブ
ル

腹
令
和
２
年
１
月
１１
日
㈯　
午
後
３
時
～

（
午
後
２
時
３０
分
開
場
）

複
田
園
ホ
ー
ル
・
エ
ロ
ー
ラ

淵
Ｊ
．
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
Ⅱ
「
ジ
プ
シ
ー
男

爵
」序
曲
、ラ
ン
ナ
ー「
求
婚
者
た
ち
」、
ベ

ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
・
メ
ド
レ
ー
な
ど
の
演
奏

沸
大
人
７
０
０
０
円
、
高
校
生
以
下
４
０

０
０
円
（
全
席
指
定
）

※
未
就
学
児
は
入
場
不
可

物
松
伏
町
中
央
公
民
館
☎
９９２
・
１
０
０
１

三
郷
市

消
防
出
初
式

腹
令
和
２
年
１
月
１２
日
㈰　
午
前
９
時
４０

分
～

複
三
郷
市
文
化
会
館
前
（
荒
天
時
は
文
化

会
館
内
）

淵
消
防
特
別
演
技
、
三
郷
鳶
組
合
に
よ
る

木き

遣や

り
・
は
し
ご
乗
り
な
ど
（
手
話
通
訳

あ
り
）

※
三
郷
市
Ｐ
Ｒ
大
使
Ｍ
ｉ
ｋ
ａ
＋
Ｒ
ｉ
ｋ

ａ
さ
ん
参
加
予
定

※
文
化
会
館
前
は
午
前
９
時
か
ら
午
後
１

時
ま
で
通
行
止
め

物
消
防
署
☎
９５２
・
３
１
２
２

吉
川
市

新
春
落
語
会

腹
令
和
２
年
１
月
１３
日
㈷　
午
後
２
時
～

４
時

複
お
あ
し
す
多
目
的
ホ
ー
ル

淵
落
語
を
通
し
て
、
古
典
芸
能
に
触
れ
る

※
小
学
生
以
下
は
保
護
者
同
伴

払
１５０
人
（
当
日
先
着
順
）

沸
無
料

物
市
立
図
書
館
☎
９８４
・
１
８
８
９

越
谷
市

Koshigaya Illumi Lake

腹
１２
月
２１
日
㈯　
午
後
３
時
３０
分
～
８
時

３０
分
（
荒
天
中
止
）

複
越
谷
レ
イ
ク
タ
ウ
ン
大
相
模
調
節
池
周

辺淵
大
相
模
調
節
池
周
辺
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
、

い
の
り
星
Ⓡ
の
放
流
、
ク
リ
ス
マ
ス
マ
ー

ケ
ッ
ト
な
ど

物
観
光
課
☎
９６７
・
１
３
２
５

　
私
た
ち
の
生
活
の
中
で
は
、
障
が
い
に

つ
い
て
知
ら
な
い
た
め
に
、
結
果
的
に
障

が
い
の
あ
る
人
に
不
自
由
や
不
快
な
思
い

を
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
障

が
い
に
つ
い
て
理
解
し
、
日
常
生
活
の
中

で
配
慮
や
工
夫
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
障

が
い
の
あ
る
人
の
社
会
参
加
の
機
会
が
広

が
り
ま
す
。
私
た
ち
が
で
き
る
こ
と
を
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。

障
が
い
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
ま
し
ょ
う

●�

障
が
い
は
、
誰
に
で
も
生
じ
得
る
身
近

な
も
の
で
す
。例
え
ば
、身
体
障
が
い
の

半
数
は
１８
歳
か
ら
６４
歳
の
間
の
病
気
や

事
故
に
よ
る
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

●�

同
じ
障
が
い
で
も
、
障
が
い
の
程
度
や

障
が
い
が
生
じ
た
時
期
に
よ
る
違
い
な

ど
多
種
多
様
で
、
一
律
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

考
え
て
、
ど
の
よ
う
な
配
慮
が
必
要
か

聞
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
・
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド

　
市
で
は
、
周
囲
の
方
か
ら
の
援
助
が
得

ら
れ
る
よ
う
、
障
が
い
の
あ
る
人
な
ど
に

ス
ト
ラ
ッ
プ
付
き
の
「
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
」

や
、
必
要
な
支
援
や
緊
急
連
絡
先
な
ど
を

書
き
込
ん
で
携
帯
で
き
る
「
ヘ
ル
プ
カ
ー

ド
」
を
配
付
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
」
を
携
帯
す

る
た
め
の
ケ
ー
ス
の
配
付
を
始
め
ま
し
た
。

　
ケ
ー
ス
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
障
が
い

福
祉
課
窓
口
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

ふ
れ
あ
い
福
祉
コ
ー
ナ
ー

障
が
い
の
あ
る
人
と
な
い
人
が
お
互
い
に
尊
重
し
　

　
　
　
支
え
合
う「
共
生
社
会
」の
実
現
を
目
指
し
て

質問

　先日、夫が亡くなりました、相続人は私と小学生の息子です。夫
の遺産分割は、私が決めてしまってよいのでしょうか。

回答

　相続人に未成年者がいる場合、原則としてその法定代理人である
親権者が未成年者に代わって遺産分割協議を行います。
　もっとも、今回のケースのように未成年者とその親権者である母
親が同時に相続人となる場合には、母親の取り分が増えると未成年
者の取り分が減る関係、つまり、母親と未成年者の利益が相反する
関係にあります。このような場合に原則通り母親が未成年者の代わ
りに遺産分割協議を行ってしまうと、未成年者に不利な遺産分割が
なされる危険性があるため、母親が未成年者の法定代理人として遺
産分割協議を行うことはできません。
　遺産分割協議を行うためには、未成年者の住所地を管轄する家庭
裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。特別代理
人は、その遺産分割協議を行う限りで未成年者の代理人となる権限
を与えられた者です。特に資格制限はなく、未成年者と利益相反関
係にある者でなければ誰でも特別代理人になることができます。例
えば、未成年者の叔父などを特別代理人の候補者として、特別代理
人選任の申し立てを行うことが考えられます。適切な人がいなけれ
ば弁護士などの専門家を特別代理人とすることもできます。
　特別代理人は、当該遺産分割協議限りでの代理人ですが、特別代
理人が未成年者の相続分を自由に決定できるわけではありません。
　通常は、特別代理人選任申立ての際に、遺産分割協議書の案を提
出し、特別代理人には提出された遺産分割協議書に押印する権限が
家庭裁判所から与えられます。
　家庭裁判所に提出する遺産分割協議書の案では、原則として未成
年者には法定相続分に応じた遺産を相続させる必要があり、未成年
者に法定相続分未満の遺産を相続させる場合には家庭裁判所に事情
を説明する必要があるでしょう。
物埼玉弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　松本侑樹（弁護士）

遺産分割と特別代理人

っ
て
み
た
い
な

と
な
り
ま
ち
ま
ち

行行

物
障
が
い
福
祉
課
☎
焚
４
２
８

　特定保健指導の通知が届いた方は、ご自身の生活
習慣を見直す機会ですので、ぜひご利用ください。

物国保年金課☎焚８２５

特定保健指導の利用の流れ

八潮市国民健康
保険の方で、特定
健診の結果が特定
保健指導の基準に
該当

①特定健診を
受診する

市の委託会社へ
申し込み

保健センターへ
申し込み（一定の条件
に該当している方には、
保健センターへの申し
込み通知が届きます）

②特定保健指導
の通知が届く

自宅・公共施設な
どで、専門の指導
員が実施します。

保健センターで市
の保健師などが実
施します。

③生活習慣の改善
にチャレンジ

ヘルプカードケースおよび装着例
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